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告 示

�愛媛県告示第４７４号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額

及び最高限度額（平成５年４月愛媛県告示第５７６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最

低限度額及び最高限度額の規定は、令和６年４月１日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（以下「年金たる補

償」という。）に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係

る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の補償基礎額の最低限度額及び最

高限度額の一部改正…………………………………………………………………………………………………………………………………………（人事課）…３９３

○ 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の一部改正……………（ 〃 ）…３９４

○ 土地改良区の定款変更の認可（２件）……………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）…３９５

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）…３９５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…３９５

○ 道路の区域変更（県道猪伏西谷線）…………………………………………………………………………………………（中予地方局�万高原土木事務所）…３９５
○ 道路の供用開始（県道猪伏西谷線）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３９６

○ 道路の供用開始（県道野村柳谷線）…………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…３９６

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）…３９６

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第５条の２第１項及び第５条の３第１項の知事が最低限度額と

して定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲

げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同

表の右欄に掲げる額とする。

年齢階層 最低限度額 最高限度額 年齢階層 最低限度額 最高限度額

２０歳未満 ５，２６３円 １３，４４２円 ２０歳未満 ５，１６６円 １３，２０７円

２０歳以上２５歳未満 ５，８７２円 １３，４４２円 ２０歳以上２５歳未満 ５，６９１円 １３，２０７円

２５歳以上３０歳未満 ６，３８０円 １４，８４２円 ２５歳以上３０歳未満 ６，１９４円 １４，４１０円

３０歳以上３５歳未満 ６，７１２円 １７，６１９円 ３０歳以上３５歳未満 ６，５７４円 １７，０６７円

３５歳以上４０歳未満 ７，０７８円 ２０，６４９円 ３５歳以上４０歳未満 ６，７８２円 １９，４５７円

４０歳以上４５歳未満 ７，２６８円 ２１，９７１円 ４０歳以上４５歳未満 ７，１３９円 ２１，２５８円

４５歳以上５０歳未満 ７，４３３円 ２２，８８６円 ４５歳以上５０歳未満 ７，２１２円 ２２，４４４円

５０歳以上５５歳未満 ７，２９０円 ２４，９１６円 ５０歳以上５５歳未満 ７，１０９円 ２４，６２５円

５５歳以上６０歳未満 ６，９７５円 ２５，３８５円 ５５歳以上６０歳未満 ６，６９８円 ２４，８６３円

６０歳以上６５歳未満 ５，８６０円 ２１，３１４円 ６０歳以上６５歳未満 ５，６５１円 ２１，２４５円

６５歳以上７０歳未満 ４，０６０円 １６，０７５円 ６５歳以上７０歳未満 ３，９８０円 １５，８２７円

７０歳以上 ４，０６０円 １３，４４２円 ７０歳以上 ３，９８０円 １３，２０７円

毎週（火・金）曜日発行 第５１０号 令和６年５月２１日

令和６年５月２１日火曜日 第５１０号
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�愛媛県告示第４７５号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額（平成８年５月愛媛県

告示第７４８号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第１０条の２の規定に基づき知事が定める金額の規定は、令

和６年４月１日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例第１０条の２の知事が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の

区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

介護を要

する状態

の区分

介護を受けた日の区分 金 額

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１７７，９５０円を超える

ときは、１７７，９５０円）

常時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が１７２，５５０円を超える

ときは、１７２，５５０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が８１，２９０

円以下であるときに

限る。）。

月額８１，２９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が７７，８９０

円以下であるときに

限る。）。

月額７７，８９０円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が８８，９８０円を超える

ときは、８８，９８０円）

随時介護

を要する

状態

１ 一の月に介護に要

する費用を支出して

介護を受けた日があ

るとき（２に掲げる

場合を除く。）。

その月における介護に

要する費用として支出

された費用の額（その

額が８６，２８０円を超える

ときは、８６，２８０円）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が４０，６００

円以下であるときに

限る。）。

月額４０，６００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）

２ 一の月に親族又は

これに準ずる者によ

る介護を受けた日が

あるとき（その月に

介護に要する費用を

支出して介護を受け

た日がある場合にあ

っては、当該介護に

要する費用として支

出された額が３８，９００

円以下であるときに

限る。）。

月額３８，９００円（新たに

介護補償を支給すべき

事由が生じた月にあっ

ては、介護に要する費

用として支出された

額）
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�愛媛県告示第４７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市馬木町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年５月２１日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第４７７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市畑寺土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年５月２１日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第４７８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和６年５月２１日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第４８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－５）第１５３０３号 令和５年
５月１６日 �伸伸企画 仙波 健吾 東温市田窪１９５４－２６ 令和６年

４月１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－４）第１４０１号 令和４年
９月１４日 三和ダイヤ工業� 佐々木 隆 松山市平和通５－６－５ 令和６年

４月４日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２）第１８５４１号 令和２年
１０月１４日 松山増改築センター 西村 平 松山市松ノ木２－４２３２－

３２６
令和６年
４月５日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業
解体工事業

建設業の廃止

（般－３）第７１３０号 令和３年
７月７日 �川崎鉄筋工業 盛 和哉 松山市馬木町新田９５８－

１
令和６年
４月８日

建築工事業
鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－１）第１８２９９号 令和元年
７月４日 �スカイ電設 宮田 吉和 松山市�米窪田町８６３－

１
令和６年
４月１０日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－３）第１３５１４号 令和３年
９月３日 愛媛農商� 金谷 章二 松山市大手町２－３－３ 令和６年

４月１２日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（般－２）第１５９０４号 令和３年
３月１日 �山幸 山口 雄次 東温市松瀬川添谷乙１１０

－６
令和６年
４月１８日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－６）第１６４７３号 令和６年
４月２１日 �デザインハウス 田中 昌和 松山市恵原町甲５１１－１ 令和６年

４月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２）第７５３７号 令和３年
３月１０日 �アースコンサルタント 二神 崇彰 松山市平井町甲２２９３－３ 令和６年

４月２４日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－４）第１５１２８号 令和４年
９月１２日 くぼた不動産 窪田 誠一 伊予市下吾川１５９８－４ 令和６年

４月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－４）第１３７００号 令和４年
５月１２日 �テクノアイ 井関 洋介 松山市谷町甲１８４－５ 令和６年

４月３０日
タイル・レンガ・ブロック
工事業
板金工事業

建設業の廃止

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第６号

令和６年５月８日
伊予市上吾川字布部甲７５９番１、甲７５９番６、甲７６０番４

四国中央市下柏町８１５番地１
ロワイヤルＮ－２号
渡 邊 綱 太
渡 邊 花 純
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�愛媛県告示第４８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

五十崎土地改良区の定款の変更を認可した。

令和６年５月２１日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第４８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和６年５月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡�万高原町西谷９３６０番から

同町西谷９３６８番まで
令和６年５月２１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡�万高原町西谷２７７２番２地先から

同町西谷６７７０番２地先まで
令和６年５月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡�万高原町西谷９３６０番地先から

同町西谷９３６８番地先まで
旧 ４．１～４．３ ０．０４０

上浮穴郡�万高原町西谷９３６０番から

同町西谷９３６８番まで
新 ４．１～１８．５ ０．０４０

令和６年５月２１日 発行


